
益田市告示第７５号 

 

 益田市ＵＩターン者サポート宣言企業登録制度実施要綱を次のように定める。 

 

  平成２９年３月３１日 

 

益 田 市 長 山 本 浩 章   

 

   益田市ＵＩターン者サポート宣言企業登録制度実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、就業機会の拡充、職場定着への支援等の企業等が自主的に

取り組むＵＩターン者及び若者（以下「ＵＩターン者等」という。）に対する

サポート体制の整備を促進し、もってＵＩターン者等の地域への定着及び人口

の拡大を図ることを目的として実施する益田市ＵＩターン者サポート宣言企業

登録制度に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （制度の概要） 

第２条 市長は、ＵＩターン者等に対する就業機会の向上、職場定着への支援等

のサポート体制の整備に向けた取組を行うことを宣言する次条に規定する企業

等を、「益田市ＵＩターン者サポート宣言企業」として登録するものとする。 

２ 市長は、前項の登録を受けた企業等（以下「登録企業」という。）に関し、

市のホームページへの掲載その他の方法により登録企業等の名称、宣言内容、

取組の内容等を公表し、当該登録企業等のＰＲを行うものとする。 

 （対象企業等） 

第３条 この要綱による登録制度の対象となる企業等は、市内に事業所又は事務

所を有し事業活動を展開する民間の企業又は団体であって、常時雇用の従業員

を有するものとする。 

 （登録の要件） 

第４条 登録企業の登録の要件は、次の各号に掲げる取組のいずれかについて、

当該取組を行う旨の宣言をし、その実現に向けたサポート体制の整備を進め、

又は現に整備している企業等であることとする。 

 (1) ＵＩターン者等の就業機会を拡充する取組 

 (2) ＵＩターン者等の職場定着を支援する取組 

 (3) その他ＵＩターン者等の地域定着をサポートするための取組 

 （登録申請等） 

第５条 第２条第１項の登録を受けようとする企業等は、益田市ＵＩターン者サ

ポート宣言企業（新規・継続）登録申請書（様式第１号）を市長に提出するも

のとする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容及び前条の登録要件に

ついて審査を行い、当該登録の可否を決定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により益田市ＵＩターン者サポート宣言企業として登録



したときは、当該登録企業に対し、益田市ＵＩターン者サポート宣言企業登録

証（様式第２号。以下「登録証」という。）を交付するものとする。 

４ 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から３年以内とする。 

５ 前各項の規定は、前項の有効期間が終了する時点における当該登録の継続の

申請手続について準用する。 

 （変更の申請） 

第６条 登録企業は、前条の第１項の登録申請（同条第５項において準用する場

合を含む。）の内容に変更があった場合は、益田市ＵＩターン者サポート宣言

企業登録変更届出書（様式第３号）により、速やかに市長に届け出なければな

らない。この場合において、登録証に記載された事項について変更があるとき

は、当該登録証を添付して届け出るものとする。 

 （登録の辞退） 

第７条 登録企業は、第４条の登録要件を満たさなくなったとき又は登録継続の

意思を失ったときは、益田市ＵＩターン者サポート宣言企業登録辞退届（様式

第４号）により、市長に届け出るとともに、速やかに登録証を返納しなければ

ならない。 

 （登録の取消し） 

第８条 市長は、前条の届出があったとき又は登録企業が第４条の要件を満たさ

なくなったこと若しくは登録を継続することが適当でないと認められる非行を

行ったことが判明したときは、当該登録を取り消すものとする。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。



様式第１号（第５条関係） 

  年  月  日 

 

益田市ＵＩターン者サポート宣言企業（新規・継続）登録申請書 

 

 

益田市長    様 

 

企業・団体名           印  

代表者職・氏名          ㊞  

登録番号（※）             

（※初回登録時不要） 

 

 本社（事業所）は、ＵＩターン者又は若者の就業機会の向上及び職場定着を応

援するために、次の取組を行うことを宣言します。 

 

１ 「ＵＩターン者サポート宣言」 【必須】 

ＵＩターン者サポート宣言 

 

1                                     

 

2                                     

 

3                                     

 

 

 

２ 実施しているＵＩターン者支援策などＰＲしたい取組【任意】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※裏面へ 



３ 企業・団体の概要 【必須】 

所在地 〒 

 

業 種 

（主たる

ものひと

つに☑） 

□建設業   □金融業・保険業   □教育、学習支援業 

□製造業   □不動産業、物品賃貸業   □医療、福祉 

□情報通信業   □学術研究、専門・技術サービス業 

□複合サービス業 □運輸業・郵便業 □宿泊業、飲食サービス業 

□サービス業（他に分類されないもの）  □卸売業、小売業 

□生活関連サービス業、娯楽業   □その他（        ） 

業務内容  

従業員          人   （うち女性          人） 

             （うち非正規従業員      人） 

担当者 

所属・氏名 ※この項目はホームページには掲載しません。 

担当者 

連絡先 

TEL：      

FAX： 

Eメール： 

※この項目はホームページには掲載しません。 

HP 

アドレス 

 

□HPアドレスの掲載は希望しない。 （希望しない場合のみ☑） 

 

４ 誓約事項 

 (1) 益田市ＵＩターン者サポート宣言企業登録制度実施要綱の趣旨に賛同し、

宣言に基づくサポートの整備に努めること。 

 (2) 政治的活動又は宗教的活動を目的とする団体でないこと。 

 (3) 暴力団その他の反社会的行為を行う団体又は個人と特別な関係を有しな

いこと。 

 (4) 前各号のほか、法令に即した健全な事業活動を行うこと。 

   以上の事項について誓約します。 

        年  月  日 

           代表者職・氏名（自署）             

 

（備考） 

・宣言内容はいくつでも構いません。従業員の方が働きやすい職場づくりのた

めに取り組むことのできる内容としてください。 

・宣言内容（取組内容）を登録証に掲載します。また、この申請書に記載され

た内容は、益田市ホームページに掲載します。 



様式第２号（第５条関係） 

 

益田市ＵＩターン者サポート宣言企業登録証 

 

 

（企業・団体等名） 

（代表者の職・氏名）     

 

  

益田市ＵＩターン者サポート宣言企業登録制度実施要綱第５条第２項の規定に

より、貴社を「益田市ＵＩターン者サポート宣言企業」として登録したことを、

ここに証します。 

 

ＵＩターン者サポート宣言の内容 

  

  １ 

 

  ２ 

 

  ３ 

 

 

 

 

 登録番号      第   号 

 

 

 登録年月日     年  月  日 

 

 

 有効期限      年 ３月３１日 

 

 

                    年  月  日 

 

                      益田市長       印 

 



様式第３号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

益田市ＵＩターン者サポート宣言企業登録変更届出書 

 

 

益田市長     様 

 

企業・団体名           印  

代表者職・氏名          ㊞  

登 録 番 号             

 

 

 益田市ＵＩターン者サポート宣言企業の登録事項について、下記のとおり変更

がありましたので、ＵＩターン者サポート宣言企業登録制度実施要綱第６条の規

定により届け出ます。 

 

記 

 

 １ 変更内容 

変更事項 変更前 変更後 

   

 

 ２ 変更年月日     年  月  日 

 



様式第４号（第７条関係） 

  年  月  日 

 

益田市ＵＩターン者サポート宣言企業登録辞退届 

 

 

益田市長     様 

 

企業・団体名           印  

代表者職・氏名          ㊞  

登 録 番 号             

 

 

 ＵＩターン者サポート宣言企業の登録を辞退したいので、益田市ＵＩターン者

サポート宣言企業登録制度実施要綱第７条の規定により、下記のとおり届け出ま

す。 

 併せて、益田市ＵＩターン者サポート宣言企業登録証を返納します。 

 

 

記 

 

 

 １ 登録年月日       年  月  日 

 

 ２ 登録辞退年月日     年  月  日 

 

 ２ 辞退理由  

 

 

 

 

 

 

 

 


